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 就労支援事業の帳票出力に必要な設定を行います。 

 多機能型にも対応しています。 

 システムをインストールし、初回起動時に表示されます。 

 

 ・就労事業は「あり」を選択します。 

 ・簡易帳票使用を使用する場合は「あり」を選択します。 

 

 簡易帳票は、以下のような場合に使用できます。 

  各就労支援事業の年間売上高が 5,000 万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の 

  理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合。 

  （運用指針 23（2）（エ）） 

 

 

 

  

就労事業について 

1.  初期ウィザード   
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  拠点区分及びサービス区分を設定します。 

  １拠点に１サービス区分しかない場合も、サービス区分マスタの設定を行います。 

 拠点区分マスタ 初期設定 → 拠点区分マスタ 

 拠点区分マスタを登録します。 

 

 ・拠点区分名称には、施設名を入力します。 

 ・科目体系は「就労支援事業」を設定します。 
 

 サービス区分マスタ 初期設定 → 拠点区分マスタ → サービス区分 

  サービス区分マスタを登録します。 

 

・サービス区分名称には、事業種別を入力します。 

  例）就労移行支援事業、就労継続支援 A 型事業、就労継続支援 B 型事業 など 

・部門管理しないサービス区分の場合は部門管理を「しない」に設定します。 

・就労帳票（別紙⑪～⑱）に表示しないサービス区分の場合は「就労移行(継続)支援該当」の 

 チェックを OFF にします。（部門管理「しない」に設定している場合、強制的に OFF） 

2.  施設設定   
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  作業事業区分を設定します。 

 部門区分マスタ 初期設定 → 部門区分マスタ 

 

 ・コード：1～999 で入力します。 

 ・部門区分名称：作業事業名を半角 32 文字（全角 16 文字）で入力します。 

 ・部門区分略称：作業事業名を半角 16 文字（全角 8 文字）で入力します。 

 

 部門管理マスタ 初期設定 → 部門区分マスタ → 管理設定 

 

 1. 設定を行う拠点区分、サービス区分を選択します。 

 2. 処理年度を選択します。 

 3. 選択しているサービス区分、処理年度で使用する作業事業にチェックを入れます。 

 4.  登録[F1]  で設定を保存します。 

 ※就労事業以外の拠点区分はリストに表示されません。 

 

3.  作業事業設定   
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 作業事業ごとに収益科目の設定を行います。 

 法人科目マスタ 初期設定 → 基本マスタ → 法人科目マスタ 

 

 ・405.就労支援事業収益の下層科目に、作業事業ごとの収益科目を設定します。 

 

 部門科目マスタ 初期設定 → 基本マスタ → 法人科目マスタ → 部門科目 

・法人科目マスタの右上【部門科目】ボタンを押下すると、部門科目マスタ画面が表示されます。 

・「就労支援事業収益」に設定した科目に、各部門を設定します。 

 

 1. 設定を行う拠点区分、サービス区分を選択します。 

 2. 処理年度を選択します。 

 3. 選択しているサービス区分、処理年度で使用する科目に、主に使用する部門を設定します。 

   そのサービス区分で使用しない科目には設定不要です。 

 4.  登録[F1]  で設定を保存します。 

4.  科目設定 初期設定 → 基本マスタ → 法人科目マスタ → 部門科目  
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 ・就労用の科目を使用する時のみ、部門の設定が必要です。 

  就労支援事業販売原価、就労支援事業販管費、就労支援事業収益 

 ＜複合伝票＞ 

 

 ＜単一伝票＞ 

 

 

 ※部門科目マスタで部門を設定した「就労支援事業収益」科目を選択すると、自動的に部門が選択されます。 

  （修正も可能） 

 

 

 

  

5.  伝票入力   
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 ・別紙⑪～⑱が就労事業用の帳票になります。 

 ・１拠点にサービス区分が複数ある場合、「多機能型用」帳票を出力します。 

 ・単月集計も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.  就労帳票 決算処理メニュー → 財務諸表印刷 → 附属明細  
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 仕訳日記帳画面・印刷物 メインメニュー → 仕訳日記帳 

 ・借方・貸方の部門区分を表示します。 

 ＜画面表示＞ 

     

 ＜印刷サンプル＞ 

    

 

 

 伝票印刷 メインメニュー → 仕訳伝票印刷 

 ・借方・貸方の部門区分を表示します。 

  ＜複合伝票＞ 

 

  ＜単一伝票＞ 

 

 

  

7.  その他画面・帳票   
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 月次試算表画面 メインメニュー → 月次試算表 

 ・部門区分を指定し、その部門区分だけの集計金額を表示できます。 

 ・サービス区分単位での集計金額も表示できます。 

 ・印刷物は部門区分単位での出力に対応していません。 

  決算附属明細の就労用帳票をご利用ください。 

 

 

 

 総勘定元帳 メインメニュー → 総勘定元帳 

 ・画面表示は、部門区分を指定して絞り込み表示が可能です。 

 ・印刷物は部門区分を指定しての絞り込み出力には対応していません。 

 ＜画面表示＞ 

   

 

 ＜印刷サンプル＞ 
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 ・部門区分ごとに予算額を設定することが可能です。 

 ・部門区分ごとに予算書を印刷することが可能です。 

 ＜部門指定時＞ 

 

  ・部門区分に作業事業区分を選択します。 

  ・選択した部門区分の収支予算を入力します。 

  ・就労事業専用科目のみ設定が可能です。 

  ・前年度実績や執行額には、部門区分単位での集計金額を表示します。 

 

 ＜部門未指定時＞ 

   

  ・部門区分に「一般」を選択します。 

  ・サービス区分全体の収支予算を入力します。 

  ・部門区分を指定して予算を登録していた場合、就労事業専用科目に「一般」でも予算金額を入力すると、 

   「一般」を含めた全ての部門区分の予算金額の合計がサービス区分単位の予算金額となります。 

 

 

 

 

8.  予算入力・印刷 メインメニュー → 予算入力  


